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 ＰＴＡ会員 各位                             2024 年 4 月吉日 

花の木中学校 PTA 土屋 健一郎 

 
 
 
 春暖の候、会員の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、下記のとおり「2024 年度 花の木中学校ＰＴＡ 第 1 回定期総会」を開催いたしますので、

万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようご案内申し上げます。 

記 

１．日   時    2024 年 5 月 14 日（火） 

開始 16 時 30 分 (受付開始 16 時 15 分)      

２．会   場    ふじみ野市立花の木中学校 体育館 

３．議   事    ① 2023 年度 決算報告・会監査報告 

② 2024 年度 活動計画（案）承認に関する件 

③ 2024 年度 会計予算（案）承認に関する件 

④ その他 

４．委任状について ◆総会当日出席できない方は、下記委任状を提出して下さい。 

    委任状は１家庭１枚です。押印を忘れずにお願いします。 

◆定期総会議案書は 2024 年度より HP 上へ掲載しておりますので 

ご確認ください 

◆委任状は【４月 26 日（金）】までに担任の先生に提出するか、 

総会出席者の方に委託して受付に提出して下さい。 

※総会当日は、上履きをご持参ください。 

※この総会では新議題はお受けいたしません。協議もいたしません。会員の方が総会へ議事を上程す

るには、事前に本部会へご相談ください。 

 

 

2024 年 5 月 14 日開催・ふじみ野市立花の木中学校ＰＴＡ第１回定期総会 

委  任  状 

 総会議長 殿  

 私は、【①ＰＴＡ会長（または会長の代理者）】を代理人と定め本総会の議
決を含む一切の権限を委任します。 

 

                              2024 年   月   日 

   年   組  生徒名                  。 

会員名                 印   

 

 
 
 

 

2024 年度 第１回定期総会 開催のお知らせ 

キリトリ線 

※※ 必要な方はご記入ください ※※ 

 会長を代理人としない場合、総会に出席の「②(          )氏」に委任いたします。  

 ※②に会員の資格ある氏名を記載した場合【①】は②の方となります。ただし、②の方が欠席し 

  た場合は、委任者は出席とみなしますが議決を含む一切の権利は行使されません。 

  ご注意ください。 



2 
 

 
 

 
                      日時…2024 年 5 月 14 日（火）16 時 30 分より 

                      会場…ふじみ野市立花の木中学校 体育館 

総会次第 

第1条 開会の言葉 

第2条 ＰＴＡ会長あいさつ 

第3条 学校長あいさつ 

第4条 定足数の確認並びに表決件数の発表 

第5条 議長ならびに書記の指名 

第6条 審議事項   第 1号議案 2023 年度 決算報告・会計監査報告 

     第 2 号議案 2024 年度 活動計画（案）承認に関する件 

      第 3 号議案 2024 年度 会計予算（案）承認に関する件 

      第 4 号議案 その他 

第7条 新旧役員あいさつ 

第8条 その他報告事項 

第9条 閉会の言葉 

 
 

【  総会開催要件となる定足数の確認  】 
 
会員総数     名 ・ 出席者数     名 ・ 委任状      通  
 

【 委 任 状 数 】 
 

  【有効委任状数        票】 ・  

会 長            票  ・           氏    票  

          氏    票  ・           氏    票   

          氏    票  ・           氏    票   

 

2024 年度 花の木中学校ＰＴＡ第 1 回定期総会議案書 
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２０２３年度 活動報告 

【運営委員会】 

5 月 15 日 第１回 

 

・各学年委員・委員長・副委員長の自己紹介  

・本部および市Ｐ連報告 

・学校より報告 

7 月  18 日 第２回 

 

 

・各学年・委員会報告、本部および市Ｐ連報告 

・学校より報告 

・ＰＴＡ会費集金・部活動助成金の報告 

10 月 20 日 第３回 ・各学年・委員会報告、本部および市Ｐ連報告 

・学校より報告 

・本部役員の推薦について 

3 月  5 日 第４回 ・各学年・委員会 年間活動報告 

・本部および市 P連報告 

・学校より報告 

・各活動費仮払い精算 

 
【定期総会】 

5 月 15 日 第１回 

 

・2022 年度 決算報告・会計監査報告  

・2023 年度 活動計画及び事業計画の承認 

・2023 年度 会計予算承認 

2 月 第２回 紙面開催にて 

・2024 年度 本部役員並びに会計監査委員の承認 
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【本 部】 

4月 ・入学式（来賓無しの為欠席） 

・各クラス委員選出（司会進行） 

・学年代表・各委員会２役選出（司会進行） 

5月 ・第１回運営委員会 開催 

・第１回定期総会 開催 

・引継ぎ資料引き渡し 

・体育祭受付、自転車整備、場内パトロール 

6月 ・ＰＴＡ会費徴収 

7月 ・第２回運営委員会 開催 

・ＰＴＡ会費返金 

9月 ・学校運営協議会 参加 

10月 ・第３回運営委員会 開催 

2月 ・新入学保護者説明会 

・第４回運営委員会 開催 

・第２回定期総会 開催 

3月 ・第５回運営委員会 開催 

・卒業式（来賓無しの為欠席） 

・本部会 新旧役員引継ぎ 

 ＊市Ｐ連＝ふじみ野市ＰＴＡ連合会  

 ※その他、印刷・会計処理等については省略 
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【学級代表委員会】 

《１学年》 

5 月 15 日 

7 月 18 日 

10 月 20 日 

3 月 5 日 

4 月 25 日 

第１回運営委員会、総会出席 

第２回運営委員会出席 

第３回運営委員会出席 

第４回運営委員会出席 

次年度委員決めの司会進行 

 

《２学年》 

 

 

 

 

 

 

 

《３学年》 

  

【専門委員会】 

《推薦委員会》 

 5 月 15 日 

 

7 月 18 日 

9 月 11 日 

10 月 20 日 

2 月 

3 月 5 日 

第１回運営委員会、総会出席 

顔合わせ、本部役員声掛け・募集の仕方話し合い 

第２回運営委員会出席、進行状況報告 

本部役員（会長、副会長、書記、会計）を書面にて募集 

第３回運営委員会出席、進行状況報告 

定期総会紙面開催にて本部役員（会長、副会長、書記、会計）決定、承認 

第４回運営委員会出席 

 

 

 

5 月 15 日 

7 月 18 日 

10 月 20 日 

3 月 5 日 

4 月 23 日 

第１回運営委員会、総会出席 

第２回運営委員会出席 

第３回運営委員会出席 

第４回運営委員会出席 

次年度委員決めの司会進行 

5 月 15 日 

7 月 18 日 

10 月 20 日 

1 月 18 日 

3 月 5 日 

第１回運営委員会、総会出席 

第２回運営委員会出席 

第３回運営委員会出席、卒業記念のコサージュを決定・発注 

コサージュの検品作業、クラスごとにふりわけ 

第４回運営委員会出席 
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《教育厚生委員会》 

5 月 15 日 

5 月 19 日 

 

5 月 22 日 

 

 

5 月 27 日 

6 月 8 日 

 

7 月 8 日 

7 月 18 日 

7 月 24 日 

9 月 15 日 

10 月 15 日 

 

10 月 20 日 

10 月 24 日 

11 月 3 日 

11 月 15 日 

11 月 28 日 

12 月 11 日 

1 月 18 日 

2 月 3 日 

2 月 16 日 

3 月 5 日 

第１回運営委員会、総会出席 

なの花学校給食センターへ給食試食会有無確認 

教頭先生に日にちの確認 

教頭先生から家庭教育学級についての資料を預かる 

動画配信にて家庭教育学級についての内容確認 

役割決めをし各担当に分かれて活動 

体育祭自転車整備 

家庭教育学級イベント打合せ、陶芸教室に決定 

家庭教育学級担当市役所大良様へ連絡 

人権教育研修会出席 

第２回運営委員会出席 

人権教育親子映画会出席 

陶芸教室お知らせ作成・配布 

陶芸教室参加者確認 

中村先生へ参加人数の連絡 

第３回運営委員会出席 

陶芸教室開催、10名参加（12月 14 日に完成品配布） 

給食試食会打合せ 

給食試食会お知らせ作成、配布 

給食試食会参加人数確認 

なの花給食センターへ給食試食会費用支払い 

給食試食会開催 

人権講演会「知ってほしい、LGBTQ のこと」出席 

花の木中学校保健委員会出席 

第４回運営委員会 

 

 

《広報委員会》 

5 月 15 日 

 

 

 

5 月 27 日 

6 月  1 日 

6 月  7 日 

 

6 月 20 日 

6 月 27 日 

6 月 28 日 

7 月 5 日 

7 月 7 日 

7 月 18 日 

第１回運営委員会、総会出席 

前期発行分打合せ 

（掲載ページ数・内容・ページ担当決定、印刷会社顔合わせ） 

原稿素材依頼・レイアウト検討 

体育祭写真撮影・データ共有 

原稿作成（P3.4 ページ） 

原稿作成（P1.2 ページ）、原稿チェック・写真データまとめ 

印刷会社へ入稿 

初校 

初校校正、初校戻し 

再校 

再校戻し 

校了 

第 2回運営委員会出席 
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7 月 19 日 

10 月 20 日 

1 月 24 日 

 

 2 月 6 日 

 2 月 13 日 

 2 月 20 日 

 2 月 27 日 

3 月 5 日 

納品、配布、後期発行分打合せ（掲載ページ数・内容・ページ担当決定） 

各自原稿作成 

PTA 広報誌コンクール提出 

第 3回運営委員会出席 

原稿チェック・写真データまとめ 

印刷会社へ入稿 

初校 

初校校正、初校戻し 

再校 

再校戻し・校了 

第 4回運営委員会出席 

納品、配布、近隣学校等への配布分仕分け 

 

《育成委員会》 

 

5 月 15 日 

5 月 22 日 

5 月 27 日 

6 月 5 日 

6 月 12 日 

6 月 19 日 

7 月 10 日 

7 月 18 日 

8 月 28 日 

9 月 11 日 

9 月 25 日 

10 月 16 日 

10 月 20 日 

 

10 月 23 日 

10 月 30 日 

11 月 6 日 

12 月 4 日 

12 月 5 日～ 8 日 

1 月 22 日 

2 月 5 日 

2 月 19 日 

3 月 4 日 

 3 月 5 日 

 

 3 月 11 日 

第１回運営委員会、総会、フラワーボランティア説明会出席 

除草作業 

体育祭での自転車整備・場内パトロール 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

第２回運営委員会出席 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

第３回運営委員会出席 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

あいさつ運動参加 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

除草作業 

第 4回運営委員会出席 

除草作業 

除草作業 
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2024 年度 活動趣旨（案） 

 

2023 年度の活動は規約・細則に基づき、なるべく少ない負担でより多くの成果が得られるよう効率

的な活動をしていけるよう努めていきます。 

 ＰＴＡ創立 50 周年となりましたが、社会情勢も大きく変わりはじめ、家庭環境も変化しています。

花の木中学校に子どもを通わせている保護者として、私たちも社会の変化に応じて、多くのことを学

び成長していく必要があります。 

 子どもたちが安心・安全に中学校で活動できる環境を保護者と教職員、地域の方々で築いていける

よう次の 5項目を定めます。 

 

１. 2024 年度の細則に基づき運営する 

２. 生徒の健全育成のための事業の開催 

３. 教育環境の点検及び意見の集約 

４. 部活動補助金の活用 

５. 地域他団体との連携 
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2024 年度 事業計画（案） 

 

【本部】 

  １. 総会資料の作成 ※新規約、新細則の印刷、配布 

  ２. 総会、運営委員会（必要に応じ）の開催、運営 

  ３. ふじみ野市ＰＴＡ連合会及び入間地区ＰＴＡ連絡協議会への参加 

  ４. 他団体との連携 

  ５. 教育環境の点検、保護者からの意見の集約 

  ６. 学校行事への協力 

  ７. 全体の会計及び監査 

   ８. その他この会の目的を達成する為の事業及び対応 

 

【学級代表、学年長、委員長等の役職について】 

  １. 総会で承認された役員以外の役職者の方は、別途通知する方法にて選出され会長が 

    委嘱いたします。各部署で責任者として本部と連携をとりながら事業を進めます。 

 

【学級代表】各クラス１名  

  １. 学級担任と連携し必要に応じて学級ＰＴＡを開催する 

  ２. 学級ＰＴＡ開催時の運営 

  ３. 次年度役員候補者の推薦委員への推薦 

  ４．学校イベント時における生徒の誘導、自転車誘導、場内パトロール等 

  ５．1･2 年生学級代表は次年度委員決めの司会進行、3年生学級代表は卒業記念品準備 

 

〈学年長〉各学年の学級代表より１名 

   ※学年費の使用は学年の教員と話し合った後に本部の承認を必要とします 

  １. 学級担任及び学級代表と連携して学年を取りまとめる 

  ２. 学年を代表し運営委員会へ参加する 

  ３. 学級での意見等の集約及び本部との連絡 

  ４. 次年度役員候補者の取り纏め及び本部会への推薦 

 

【推薦委員会】１・２年の各クラスより１名 

  １. 次年度役員候補者の本部会への推薦 

  ２. 該当者への面談を行う場合の本部会への事前通知 

  ３. 総会において次年度役員が定数承認されるまでの任期とする 

  ４. 学校イベント時における生徒の誘導、自転車誘導、場内パトロール等 

   

【教育厚生委員会】各クラスより１名 

  １. 本部と連携し家庭教育学級を開催する（対外事業への参加及び報告含む） 

  ２. 本部と連携し給食試食会を開催する 

    （家庭教育学級および給食試食会開催に伴う外部機関との連絡調整） 

  ３. 学校保健委員会への参加 

  ４. 学校イベント時における生徒の誘導、自転車誘導、場内パトロール等 

  ５．講演会企画、開催 
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【広報委員会】各クラスより１名 

  １. 広報紙「みのり」の発行 年２回 （カラー） 

  ２.「みのり」発行を通じて活動や学校行事を全会員に広報する 

  ３. 広報紙発行に際して企画の段階から本部との連絡調整 

 

【育成委員会】１・２年の各クラスより１名 

  １. 学区内防犯パトロール（防犯団体との連携によるパトロール活動への参加） 

  ２. さわやかあいさつ運動の開催 

  ３. 危険箇所、小さな事件の報告、情報の共有   

  ４. 学校イベント時における生徒の誘導、自転車誘導、場内パトロール等 

５. 講演会企画、開催 

   

 

【お願い】 

  １. 全ての事業は準備の段階から会長またはＰＴＡ本部会の承認が必要です。 

    本部会には担当者がいます。不明な点や質問等は連絡を取り合い行動してください。 

  ２. 前年度からの申し送り書のみで事業を進めないでください。 

 

【総会】 

  １. 総会は年２回開催します。４月か５月頃に開催される総会は事業計画、予算を審議し 

    ます。 

  ２. １月か２月頃に開催される総会は次年度の本部役員を承認します。 

 

【本部会】 

  １. 総会にて選出された役員による会議を言います。規約に記載されている総会審議事項 

    及び運営委員会審議事項以外の全ての事項について意思決定します。ただし、急を要 

    する事項への対応は会長が判断し副会長への報告をもって対応する場合があります。 

 

【運営委員会】 

  １. 規約に記載されている審議事項以外は本部会決定事項の報告の場となります。 

    また、必要に応じて会長や本部会からの諮問にお答えいただきます。 

  ２. 年間を通じて日程をお知らせいたしますが、日程の変更や中止もあります。 

 

【委員会、学年会等】 

  １. 必要に応じて各会議を開催します。結果を取りまとめ本部へ報告します。 
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2024 年度 一般会計予算（案） 
 

  

 収入の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

   前年度繰越金 929,521 1,285,553 前年度繰越金  

   会員会費 1,000,000 1,000,000 2500 円×会員数 400 名  

   雑収入 5 5 預金利息等  

 合    計 1,929,526 2,285,558    

        

 支出の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

   会議費 10,000  10,000  会議参加者お茶代等  

   活動費 10,000  10,000  本部活動費・Ｐ連総会参加費  

 

運
営
費 

負担金 30,000  30,000  入間地区Ｐ連、市Ｐ連負担金  

 安全互助会費 45,000  50,000  ＰＴＡ安全互助会保険料  

 慶弔費 50,000  50,000  お香典、お祝い等  

 出張費 5,000  5,000 交通費等  

 備品費 30,000  30,000  備品購入、備品修繕  

 事務消耗品費 40,000  40,000  用紙、封筒、インク代等  

 参加記念品費 40,000  0 体育祭  

   人件費 20,000  20,000  シルバー人材等  

   雑費 2,000  2,000 振り込み手数料等  

 小    計 282,000  247,000    

 

活
動
費 

学年費 0  0    

 教育厚生委員会 50,000 50,000 家庭教育学級・給食試食会開催等  

 育成委員会 10,000  10,000  通学路安全確認パトロール等実施等  

 広報委員会 250,000  250,000 ｢みのり｣印刷、年２回発行等  

 推薦委員会 5,000  5,000    

 周年実行委員会 0 500,000 備品等活動費  

 小    計 315,000  815,000    

 

䧧
䧸
他 

教育補助費 150,000  150,000 施設充実、環境美化、備品等購入費  

 卒業記念品費 110,000  110,000 卒業証書ファイル,コサージュ等  

 地域協働学校活動協力金 40,000  40,000     

 周年事業積立金 80,000  80,000  特別会計へ繰り入れる  

 部活動等助成積立金 200,000  200,000 特別会計へ繰り入れる  

 備品購入積立金 30,000  30,000  特別会計へ繰り入れる  

 小    計 610,000  610,000    

 予  備  費 722,526 613,558    

 合    計 1,929,526 2,285,558    
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 資産の部・2024 年 3 月

31 日現在残高 
   (単位：円)  

 項    目 2023 年度入金（案） 2024 年度入金（案） 備考  

 周年事業積立金 745,359 825,365 2024 年度が 50 周年です  

 備品購入積立金 819,370 849,378 印刷機、コピー機等  

 部活動等助成積立金 700,622 770,628 細則により運用する  

 資産合計 2,265,351 2,445,371    

        

 ※周年事業積立金は 50 周年記念式典、記念事業に使用します  

   期日前に使用する場合は本部会、運営委員会の承認を必要とします  

 ※備品購入積立金はＰＴＡ会議室内の印刷機等の修繕、新規購入費用です  

   ５万円までの使用で急を要する場合は本部役員の決裁で執行できます  

 ※部活動助成積立金は本部会内規により運営します  

        

        

        

        

 
         

2024 年度 周年事業特別会計予算（案） 

 
  

 収入の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

  周年事業積立金繰入金 745,359 825,365    

  一般会計繰入金 80,000 80,000 一般会計より繰入  

  雑収入 0 0 預金利息等  

 合    計 825,359 905,365    

        

 支出の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

 
 周年事業積立金 0 825,365 

（残高予定）80,000 円  

 前年度残高+80,000 円  

 合    計 0 825,365    
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2024 年度 備品購入特別会計予算（案） 
 

  

 収入の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

  備品購入積立金繰入金 819,370 849,378    

  一般会計繰入金 30,000 30,000 一般会計より繰入  

  雑収入 0 5 預金利息等  

 合    計 849,370 879,383    

        

 支出の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

 
 備品購入費積立金 0 100,000 

（残高予定）779,378 円  

  前年度残高+30,000 円  

 合    計 0 100,000    

        

 
        
 

2024 年度 部活動等助成特別会計予算（案） 
 

  

 収入の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

  部活動等助成積立金繰入金 700,622 770,628 部活動基金繰入金  

  一般会計繰入金 200,000 200,000 一般会計より繰入金  

  雑収入 0 5 預金利息等  

 合    計 900,622 970,633    

        

 支出の部    (単位：円)  

 項    目 2023 年度予算額 2024 年度予算額 備   考  

  部活動等助成金 130,000 130,000 各部活動 10,000 円×13  

  大会出動祝い金 45,000 45,000 関東大会以上  

  遠征費補助 60,000 60,000 遠征費、大会参加費 関東大会以上  

 合    計 235,000 235,000    
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ふじみ野市立 花の木中学校ＰＴＡ規約（案） 
（名称および事務所） 
第１条 この会は、埼玉県ふじみ野市立花の木中学校ＰＴＡと称し、事務所を花の木中学校内に置く。 
（目的と活動） 
第２条 この会は、保護者と教職員が主体となって、家庭、学校、社会での生徒の幸福と健全な成長の為

に活動することを目的とする。 
第３条 この会は、目的達成のため次の事業を行う。 

１. 会員相互の親睦を図る事業 
２. 家庭教育学級、防犯活動、健全育成活動、広報活動等の開催 
３. 入間地区ＰＴＡ連絡協議会への参加 
４. ふじみ野市ＰＴＡ連合会への加盟、事業への参加及び関連する会議や行事への参加 
５. その他必要な事業 

（方針） 
第４条 この会は、次の方針に従って活動する。 

１. 生徒の教育、福祉、安全等のために活動する他の団体および機関と協力する。 
２. 特定の政党、宗教等には一切関与しない、また、営利を目的とする行為は行わない。 
３. この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 
４. その他目的達成の為に障害となる事項には協力や関与を行なわない。 

（会員） 
第５条 この会は、本校生徒の保護者と教職員により構成される。 
第６条 本校生徒の保護者は入会申込書を提出することにより、この会の会員となる。なお、入会は義務

ではない。 
会員は会費を納める義務を負う。ただし、会長が別に定める場合にはこの義務を免除することが 
できる。 

第７条 会員は、この規約の定めるところにより、すべての平等の義務と権利を有する。会員資格を有し
ない保護者及び生徒への対応は事業ごとに考慮する 

（経理） 
第８条 この会の経理は、下記のとおりとする。 

１．会費は、月額２００円とし、会員が納入するものとする。 
２．寄付金およびその他の収入 

第９条 この会の経費は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 
第１０条 この会の決算は、会計監査による監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。 
第１１条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
（役員） 
第１２条 この会の役員は、次のとおりとする。 

会 長   １名 
副会長   ５名以内（Ｐ側 ４名以内・Ｔ側 教頭先生） 
書 記   ３名  （Ｐ側 ２名・Ｔ側 １名） 
会 計   ３名  （Ｐ側 ２名・Ｔ側 １名） 
役員は、会計監査を兼ねることはできない。なお、副会長・書記および会計については、正当な
理由により会長が必要と認めた場合、本部会に諮り増員することができる。増員した場合は、次
の運営委員会で報告する。 

第１３条 会長が必要と認めるときは、前条に規定するもののほか、臨時に顧問１名を会長自ら選出するこ
とができる。 

     顧問は、本校ＰＴＡ会長の経験を有する者とし、ＰＴＡ会員資格を要しない。 
     顧問は、本規約に規定するすべての会議に参加し意見を述べることができる。ただし、議決権を

有さない。 
第１４条 役員は推薦委員会設置運営細則に基づき選出し、本部会にて審議し運営委員会へ報告の後、総会

で承認を得るものとする。 
第１５条 役員の任期は当年４月１日より翌年３月３１日までの１年間とする。但し、再任は妨げない。当 

年４月１日より定期総会（４月～５月）までは引継ぎ期間とし、前年度役員と共同で職務を行う。 
役員に欠員が生じた場合で補充を要する場合は推薦委員会設置運営細則に準じて選出を行い、本 
部会にて承認後、運営委員会に報告を行なう。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第１６条 役員の任務は次のとおりとする。 
１. 会長は、本会を代表し会務を掌握する。 
２. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代行する。 
３. 書記は、総会および運営委員会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項を記録し、関係    
   書類を保管する。また、会長の指示に従ってこの会の職務を行う。 
４. 会計は、予算に基づいて一切の会計事務を処理し、この会の財産を管理する。 

（会計監査） 
第１７条 この会の経理を監査するため２名以上（Ｐ側１名以上・Ｔ側１名）の会計監査を置く。会計監査

は推薦委員会設置運営細則に基づき選出し、その任期は役員の規定による。ただし、Ｐ側会計監
査はＰＴＡ会員資格を要しない。 

第１８条 会計監査は、ＰＴＡ活動を行なう際は、本部役員と同様の資格を有するものとする。ただし、Ｐ
ＴＡ会員資格を有しない場合は、この限りではない。 
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（学級ＰＴＡ） 
第１９条 学級ＰＴＡは、学級担任と保護者をもって組織する。 
第２０条 学級ＰＴＡの運営は、学級代表を中心とし、話し合いで行う。学級内で発生した問題により、Ｐ

会員に説明を行う必要がある場合は、該当する学年の学級ＰＴＡが会長の指示によりその処務を
行い、本部役員はその補助を行う。 

（総会） 
第２１条 総会は、この会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。 
第２２条 総会は、定期総会と臨時総会とする。 
第２３条 定期総会は、４月～５月と１月～３月に開催し、次の事業を行う。 

１. ４月～５月総会は、次の事項を審議決定する。 
  ①前年度活動報告・会計報告、当該年度の事業計画案・予算案、その他必要な事項 
２. １月～３月総会は、次の事項を審議決定する。 
  ①次年度役員および会計監査の選出並びに承認・その他必要な事項 

第２４条 総会は、会員の５分の１以上の出席をもって成立とし、出席者の過半数の賛成により議決する。
但し、委任による議決権の行使を妨げない。 

第２５条 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の１０分の１以上の要求があったとき
は、会長が召集し総会に準じて開催する。 

（本部会） 
第２６条 本部会は総会で承認された本部役員をもって構成する。 
第２７条 本部会は総会議決事項の実行に際する審議及び委員会の掌握を行う。 
（運営委員会） 
第２８条 運営委員会は、年度当初に本部会が決めた構成員および職員若干名をもって構成する。学級、各

委員会との共通した情報を共有する為また本部会から諮問された案件への意見交換及び付託され
た審議案件を議決する。 

第２９条 運営委員会は、会長が必要と認めた時、または構成員の４分の１以上の要求があったとき会長が
召集する。 

（専門委員会） 
第３０条 次の専門委員会を置き、専門委員会ごとに担当する事業を行う。 

１．推薦委員会 
①次年度本部役員候補者の本部会への推薦 
②その他 

２．教育厚生委員会 
  ①家庭教育学級の実施 
  ②厚生に関する事業の実施 

③その他 
３．広報委員会 
  ①会報の編集、発行に関すること 
  ②その他 
４．育成委員会 
  ①学校、生徒、防犯、防災等に関する事業の実施 
  ②その他 

第３１条 前条に定める専門委員会は、次のとおり構成する。 
①推薦委員会は、1､2 年生各学級 1 名を選出し、その任に当たる。 
②教育厚生委員会は、各学級１名を選出し、その任に当たる。 
③広報委員会は、各学級１名を選出し、その任に当たる。 
④育成委員会は、1､2 年生各学級 1 名を選出し、その任に当たる。 
各専門委員会には、担当の本部役員及び若干名の職員が所属する。 
専門委員会長副委員長は、各専門委員の互選により選出する。各専門委員会には、書記、会  
計等の役員を置くことができる。 

（会議） 
第３２条 総会以外のすべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成により議決

する。 
第３３条 校長は学校を代表し、すべての会議に出席して意見を述べることができる。 
（臨時委員会） 
第３４条 会長が必要と認めたときは、本部会の承認を得て臨時委員会を設けることが出来る。臨時委員会

の委員は会長がこれを委嘱し、運営委員会にて報告を行なう。 
（規約の改正） 
第３５条 この規約は、総会で議決権の３分の２以上の賛成があれば改正することができる。但し、委任に

よる議決権の行使を妨げない。 
改正案は、総会の１週間前までに全会員に通知しなければならない。  

第３６条 会長は本部会に諮り、会務を処理するために必要な細則を定めることができる。 
細則を定めた後、次の運営委員会及び総会に報告するものとする。 

昭和５１年４月一部改正 昭和５６年４月一部改正 昭和６１年４月一部改正 昭和６３年４月一部改正 平成元年２月一部改正 平

成５年４月一部改正 昭和６３年４月一部改正 平成元年２月一部改正 平成５年４月一部改正 平成１４年１月一部改正 平成１７

年１月一部改正 平成１８年５月一部改正平成２７年１月一部改正 平成２８年１月一部改正 平成２９年１月一部改正 平成３０年

１月一部改正 令和２年５月一部改正 令和３年５月一部改正 令和４年１月一部改正 
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※2024 年度ＰＴＡ運営細則 
第１条 規約第３６条に基づき 2024 年度ＰＴＡ運営細則を定める。 
第２条 本細則は総会により承認されたときから 2025 年 3 月 31 日までその効力を有する。 
第３条 規約第３０条により設置される委員会（以下「委員会」という。）の運営について次のとおりこれ 
 を定める。 

① 各学級はそれぞれの委員会の委員（以下「委員」という。）を選出する。 
② 委員会は互選により委員長、副委員長（以下「役員」という。）を選出する。 
③ 委員会ごとに担当する本部役員を定め、委員会への出席を求めることができる。 
④ 運営委員会等の会議への参加は別に定めるとおりとする。 
⑤ 各委員会の開催は役員又はＰＴＡ会長が必要と認めたときに開催する。 
⑥ 各委員会において決定した事項は第３号に定める本部役員を経て本部会へ報告をする。 
⑦ 各委員会は、本部会の承認を受けたうえで 2024 年度事業計画に定める事業を行う。 

第４条 本会の役員の職務、会議の種類、内容、参加者、議決等を次のとおり定める。 
 １. 総会 

  ① 規約に基づき開催、審議される。ただし、規約第２４条の委任状は出席とみなすと共に議決 
    権一切の権利を他の者に委任できるものとする。 

  ② 総会資料は開催案内と共に配布する。ただし、ＰＴＡ会長が認める場合は、開催時に出席者 

    に配布し欠席者には総会終了から３ヶ月以内に結果と共に配布する。 
  ③ 開催方法、定足数、議決等は規約に記載のとおりとする。 
  ④ 規約第２５条に規定する臨時総会の開催を要求する場合は、開催理由を具体的に記した書面 
    に要求者全員が署名、押印をし、代表者が本部会に提出する。 

  ２. 会長 
  ① 会長はＰＴＡを代表し会務を掌握する。 
  ② 緊急を要する場合、会長は副会長と協議し、対応を決することが出来る。 
  ③ 前号により決定した事項は、次に開催される本部会及び運営委員会に報告する。 

  ３. 本部会 
  ① 本部会は事業の実行について協議、審議を行う。 
  ② 会長が必要と認める場合は、インターネットを利用したＳＮＳ等により本部会を開催するこ

    とができる。 
  ③ 本部会での議決事項は次の運営委員会に報告を行う。 
  ④ 多くの会員の意見を必要とすると議決した場合は運営員会に諮問することができる。 

  ４. 運営委員会 
  ① 運営委員会は、規約に定める事項の議決を行う。また、本部会の決定事項の確認、本部会よ

    り諮問事項の協議、委員会の活動報告を行う。 
  ② 年間予定表に基づき開催するが会長の判断により変更又は中止することが出来る。 
  ③ 規約第２９条に基づき開催を要求する場合は、開催理由を具体的に記した書面に要求者全員

    が署名、押印をし、代表者が本部会に提出する。 
  ④ 欠席者でも委任状を提出することにより出席したものとみなす。 

 ５. 委員会、学年会、学級会 
  ① 必要に応じて委員長が召集する。 
  ② 開催する場合は、日時、場所及び内容を事前に本部担当役員に通知する。 
  ③ 学校施設等を利用する場合や学校行事との日程調整が必要な場合は、必ず事前に教職員であ

    る副会長に問い合わせること。 
  ④ 各会は担当本部役員の同席を必要としない。 
  ⑤ 活動内容については、年度末に活動報告書を本部会に提出すること。 

第８条 ＰＴＡ全会議の議事録はＰＴＡ会議室に保管し閲覧に供する。 
第９条 総会、本部会、運営委員会の報告は必要に応じ要点のみを広報誌へ記載する。 
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※推薦委員会設置運営細則 
第１条 推薦委員会の構成と活動を明確にする為に規約第３４条に基づき細則を定める。 
第２条 推薦委員会は、ＰＴＡの中の一委員会であり活動、業務に特別な権限はない。 

活動にあたっては、本部会と連絡を密にし情報を共有しながら人選を行う。 
なお、立候補者及び推薦された者の情報の取り扱いは十分に注意すること。 

第３条 推薦委員は、１・２年の各クラスから１名を選出して構成し委員の中から互選にて委員長、副
委員長各１名を決める。 

第４条 推薦委員会は毎年９月までに委員会を開催し次年度本部役員の立候補及び推薦の方法を協議す
る。 

第５条 推薦委員会は、委員長、副委員長の単独によるものではなく委員全員で職務を遂行する。 
第６条 安定したＰＴＡ活動が行えるよう立候補及び推薦を P 会員に確認する前に現役員に次年度の役

員継続を打診する。 
第７条 役員が決しない場合は P 会員に対して立候補及び推薦を書面にて通知する。 
第８条 立候補及び推薦があった場合は遅滞なく本部会（会長、副会長またはＴ副会長）に報告を行う。 
第９条 立候補者の報告を受けた本部会は人物についての資格、適正について審査を行う。 
第１０条 本部会は立候補者を適正と認めたときは推薦委員会に通達し、推薦委員会の長がこれを本該当

者に報告する。ただし、この審査は、総会における採決を拘束するものではない。 
第１１条 立候補者を不適正とした場合は本人に対し会長が文章にて報告を行うが本人が立候補を取り下

げない場合は、総会へ人事案件として上程し会員により審議を受ける。ただし、不適正とした
理由が附則に掲げる資格・適正に反する事項による場合は総会への上程はされない。 

第１２条 立候補者が定数を超えた場合は推薦委員会が該当者に対しその旨を報告し、総会にて選挙を行
う。選挙は総会出席者により記名方式にて行う。 
ただし、委任状にて委任されているものは委任数を加算して投票することができる。 
開票は投票後、別室にて会長もしくは P 副会長１名、校長または T 会員本部役員１名、 
監査１名、推薦委員長または推薦委員１名の立会いにて即時行われる。 
得票数、経過報告は一切行わず結果のみを総会に報告し決する。上位が同数の場合は会長もし

く 
は副会長１名、校長または T 会員本部役員１名の話し合いにて決する。 

第１３条 立候補者は選挙前の指定された場所で最大３分間のスピーチを行うことができる。 
第１４条 事前の選挙運動や生徒を巻き込む告知等は一切を禁ずる。 
第１５条 被推薦者がいる場合は不足している役職を提示し該当者に対し依頼を行う。 
第１６条 前条の時点に於いて立候補及び推薦者が定数に不足している場合、推薦委員会は個別に適任者を

選出し面談を行い本人の承諾を得て推薦を行なう。 
第１７条 被推薦者決定後は速やかに本部会（会長、副会長またはＴ副会長）に報告する 
第１８条 報告を受けた本部会は会議を開催し被推薦者の資格、適正を協議する。 
     結果は立候補者への対応に準ずる。 
第１９条 次年度の役員人事が本部会で決定後、総会にて承認された場合は直ちに次年度本部役員全員に就 

任受諾書に署名をお願いし全て回収し会長に提出する。 
第２０条 推薦委員会は前条の提出をもって解散するが次年度開始前に事情により欠員が生じた場合は欠員

について補充が終わるまで任期とする。 
第２１条 T 会員の次年度役員については、新年度開始日に T 副会長（教頭）が本部会へ氏名、役職を報告

し決する。 
第２２条 次年度 P 役員選出に関して問題が生じた場合は本部会と推薦委員会が責任を持って対応する。 
第２３条 会計監査委員は原則として前年度会計が今年度会計監査に就任する。可能でない場合、本校ＰＴ

Ａ本部役員もしくは本校学区内の小学校でＰＴＡ本部役員の経験のあるものが就任する。 
     ただし、該当者がいない場合で会長が許可した場合はこの限りではない。 
 
附則   立候補者の資格及び適正について 
     資格：過去に本ＰＴＡに対し会費の未納がないこと。保護者としての権利があること。 
        その他。 
     適正：暴力団対策に関する全ての法律に反しないこと。 
        過去にＰＴＡで除名等の処分を受けていないこと。 
        学校、生徒、住民に対し威圧、脅威を与える者でないこと。その他。 
        資格、適正について本部会が結論を出せない場合は本人に対して面談等を行う 
        場合があります。出席されない場合は不適正としての対応をおこないます。 
平成 14 年１月一部改正・平成 24 年５月一部改正・平成 26 年１月一部改正・平成 27 年１月一部改正 
平成 30 年１月一部改正・令和 3 年５月一部改正 
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ＰＴＡ内部文書及び外部文書保管細則  

第１条  この会の文書保管期限を下記の通りとする。 
     １. 会員に対する通知文  保管３年 
     ２. 外部に対する通知文  保管３年 
     ３. 外部からの文章   保管５年 
     ４. 会の運営に関わる文章  保管５年 
     ５. 個人情報に関する文章  内容により 保管しない～４年 
     ６. 会計に関する資料  保管５年 
     ７. 会の発行する広報誌  永久保管 
     ８. 広報委員会が撮影した写真 デジタルデータにして永久保管 
     ９. 外部の発行する広報誌  保管３年 

第２条  廃棄に関しては下記の通りとする。 
     前条５、６項は裁断処理。他は自治体の定める方法にて通常廃棄。 

第３条  文章等の保管方法 
     １. 年度ごと、項目ごとにファイルを行いＰＴＡ会議室に保管する。 
     ２. 個人情報を伴う文章の保管はＰＴＡ会議室内の鍵付の保管庫にて保管を行う。 

第４条  この規定に定めのない場合で対応が必要な場合は会長決済または本部会にて協議の上 
     執行する。 

前項の書類のうちＰＴＡ入会申込書のみは当該生徒の卒業年度末を保管期間とし保管する。卒業年度の次年度中に当該
申込書は裁断後廃棄する。 

この細則は平成２４年５月１２日より施行する。 
 
慶弔見舞金細則 

第１条  この会の慶弔見舞金についてはこの細則による。 

 １. 死   亡 会員の本校生徒本人  ５,０００円 
   Ｐ、会員本人  ５,０００円 
   Ｔ会員の同居する父、母 ５,０００円 
   （配偶者の同居する父母は対象としない） 

   支給条件：Ｐ会員本人とは本校生徒の家庭（会費納入件数）の保護者（本会会員 1 名）を 
 対象とする。 

 ただし、生徒の１親等にあたる本会会員の配偶者の場合は 
 支給の対象とする（申請を必要とし本部会にて決する）。 

 ２. 災害見舞 会員（火災、地震等） ５,０００円 
 支給条件：① 一般的な火災保険の支払い対象となるような火災及び震災等に対して 
 見舞金を送る。ただし、支給に際して本部会にて決する。        

② 一度に多くの災害見舞いが発生した場合や災害が確認できない場合 
 は本部会にて協議し、結果支給しない場合もある。 

③ 災害見舞金の支給は１会員に付年度内１回限りとする。 

第２条  転退職員に対して記念品を贈る。１,０００円～５,０００円の範囲で本部会にて決する。 
第３条  その他、全条に該当なく慶弔の必要ある場合は、会長とＰ副会長の協議にて第１,２条 
     に準じ決し総会決算書への記載をもって報告とする。 
 
この規定は昭和５０年７月１０日より施行する。 
昭和５５年４月一部改正 昭和５６年４月一部改正 昭和６１年４月一部改正 昭和６３年４月一部改正 
平成 ２年４月一部改正 平成 ５年４月一部改正 平成 ７年５月一部改正 平成１０年５月一部改正 
平成１４年１月一部改正 平成１９年５月一部改正 平成２４年５月一部改正 
 
 
花の木中学校ＰＴＡ旅費及び交際費細則  

第１条  花の木中学校ＰＴＡ役員並びに会員の出張及び交際費についてはこの細則による。 
第２条  支給は会長または会計の了承を必要とする。 
第３条  支給額は下記の通りとする。 

【旅 費】１. 交通費 出張場所までの最短及び最低金額の公共交通料金 
           ※市内及び近隣市町への出張も上記に準ずる。                       
     ２. 日 当 １日８,０００円を限度とする。 

     ※日当の支給は宿泊を伴う場合や遠方への視察等に限る。 
     ※市内及び近隣市町での会議は支給しない。 
     ※懇親会のみ参加への日当は支給しない。 

     ３. 宿泊料 事前に開催案内を検討し金額を本部会にて決する。 
     ４. 前項に該当なく旅費の支出が必要な場合は、会長の決済にて執行し本部会へ報告する。 

【交際費】１. ふじみ野市ＰＴＡ連合会の主催する懇親会への参加費用（Ｐ、Ｔ） 
     ２. 入間地区ＰＴＡ連絡協議会の主催する懇親会への参加費用（Ｐ、Ｔ） 
     ３. 会長が認めた他団体の主催する会費を伴う会合、懇親会等（Ｐ、Ｔ） 
     ４. 前項に該当なく交際費の支出が必要な場合は、会長の決済にて執行し運営委員会へ報告する。 
 
この規程は昭和５０年７月１０日より施行する。  
平成２４年５月一部改正 
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部活動助成金支給細則 

第１条 花の木中学校の部活動への助成金の支給についてはこの細則による。 
第２条 部活動助成金の金額、添付書類については別表 1 のとおりとする。 
第３条 大会出場祝い金については必要書類を添付して本部会に請求する。 
 
別表１ 

区 分 金 額 備 考 

部活動助成金 １０，０００円 各部活動に支給 

大会出場 
祝い金 
（団体） 

関東大会及びそれ
に準じる大会 １０，０００円  

全国大会及びそれ
に準じる大会 ３０，０００円  

大会出場 
祝い金 
（個人） 
 
 
 

関東大会及びそれ
に準じる大会 ２，０００円  

全国大会及びそれ
に準じる大会 ３，０００円  

遠征費等補助 

バスの利用について一大会につき１０,０００円を 

限度に補助。 

1 部活につき年間３０,０００円を限度とする。 
年間総限度額６０,０００円とする。 

 
この規程は平成２９年４月１日より施行する。  
 
平成３１年４月１日一部改正 令和 2 年４月 1 日一部改正 


